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 昨年１０月１日に郵政事業が民営化され、１年が経過した今、附

帯決議等における「郵便局ネットワークの維持」、「三事業のサービ

ス水準の確保」、「民営化各社の健全な経営の確保」等が本当に遵守

されているのか、しっかりと検証していくことが必要である。 

実際、民営化後、地域の方々をはじめ、簡易郵便局の一時閉鎖問

題、サービス水準の維持、将来の民営化各社のあり方等について、

不安の声が多く聞かれるところである。 

このような不安の声を取り除き、強く、明るい日本を実現するた

め、郵政民営化を真に国民のためになるよう、大胆かつ柔軟に推進

していくことが重要である。 

このため、当研究会は、民営化後の様々な状況を踏まえ、以下の

項目について、次期衆議院議員総選挙の自由民主党の政権公約とし

て掲げるとともに、政府に対しても、このような状況を十分認識し

た上で、しっかりと郵政民営化の実現に取り組むよう要請すること

を決議する。 

 

１．地域の郵便局における郵貯・簡保サービスの提供の確保 

 ・郵便貯金銀行、郵便保険会社におけるユニバーサルサービス

の仕組みの確立 

２．三事業の連携強化によるお客様サービスの向上 

 ・郵便局会社、郵便事業会社の一体的な経営の確保 

３．その他 

・持株会社による株式の保有 

・上場時期は、資本市場の動向や経営基盤の整備状況等を勘案し、

弾力的に対応 

 ・国民へのサービス向上スキームの確立 

 ・経営・サービスの刷新 


